
国が実施する様々な統計調査において、調査対象となる事業所や世帯を訪問して、調査の

趣旨や内容について説明を行うとともに、調査票の配布や回収、点検などのお仕事をして

いただく方です。 

高千穂町では、調査に理解をもって積極的に取り組んでいただける方を募集しています。 

・身 分 ： 調査期間中は国や県などの非常勤公務員として任命されます。 

       （営利企業の従事制限はありませんので、お仕事をしている方でもなれます） 

・報 酬 ： 調査活動に応じて報酬が支払われます。 

       （調査期間や報酬は、調査によって異なります） 

・活動期間 ： １調査あたり２～３ヶ月程度 

       （任命期間内の空いているお時間で活動することができます） 

主な統計調査・・・国勢調査、就業構造基本調査、住宅・土地統計調査 

         経済センサスー基礎調査、経済センサスー活動調査、農林業センサス など 

※町が依頼する統計調査は年に１回程度です。実施時期や規模によっては、一回も調査を

お願いできない場合もあります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

統計調査員とは・・・ 

身分・報酬・活動期間 

登録要件 

・満２０歳以上の方 

・責任をもって調査事務を遂行できる方 

・調査で知り得たとこ等の秘密を守れる方 

・選挙、税務及び警察に直接関係のない方 

・暴力団員でない方、及び密接な関係を持たない方 

 

子育て中の方や、定年退職された方 

などが活躍しています！！ 

ご自分の都合に併せて、空いた時間を 

有効活用できます！！ 



○ すぐに統計調査に従事できる？ 

・調査の種類や規模に応じて登録者の中から選考の上、従事していただきます。 

・調査によっては自分のお仕事との調整が難しい場合は断っていただいても構いません。

（登録時に「農業の繁忙期は無理」など希望をお伝えください。） 

 〇 統計調査の経験がないけどいいの？ 

  ・調査従事前には、調査員説明会を開催し、調査の目的、対象範囲、調査の手順など丁寧

に説明いたします。 

 〇 仕事をする場所は？ 

  ・従事地域については、登録時に調査希望地域として登録いただいた地域の範囲内を担当

していただきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

登録手続き・お問合せ先 

高千穂町役場 企画観光課 統計係   ７３－１２０７ 

◆「統計調査員登録申込書」は高千穂町のホームページからもダウンロードできます 

 https://www.town-takachiho.jp/ 

 高千穂町 登録統計調査員 

調査員の仕事の流れ 

① 説明会に出席 

  ・調査内容の説明 

  ・調査に必要な用品・地図等の受取 

② 調査範囲・対象世帯の確認 

  ・地図をもとに担当地域を巡回し、調査対象を確認 

  ・名簿等の作成 

  ・調査世帯への訪問（調査協力依頼） 

③ 調査票の配布 

  ・調査対象者に調査票を配布 

  ・記入方法や記入上の注意事項を説明 

④ 調査票の回収 

  ・調査票の回収 

  ・回収した調査票の点検・整理 

⑤ 調査関係書類の提出 

  ・点検済みの調査票を町に提出 
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